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平成 23（2011）年 11 月号

事業名 対象・定員等 日時・受付 その他

BCG 生後３か月～６か月未満 11 月 22 日（火）
午後２時～２時 30 分

○ BCG は４か月児健診、離
乳食講習会と同時開催で、母
子健康手帳の受付は正午から
です。
○肝炎ウイルス検査、大腸がん
検診以外は予約が必要です。
○特定検診、各種がん検診に
ついては有料ですが、生活保
護世帯、もしくは 70 歳以上の
方は無料になります。くわし
くはお問い合わせください。
○「保健師健康相談」、「乳幼
児育児健康相談」は「各種相談」
のページ（17 ページ ) に掲載
しています。
○毎月 10 日までの健康スケ
ジュールは前月号に掲載して
います。くわしくは「平成 23
年度健康づくり日程表」でお
知らせしていますので、1 年
間大切に保管して健康づくり
にお役立てください。

メタボ解消！
体操教室

ＢＭＩが 25 以上、または
腹囲男性 85、女性 90cm 以上の方

（要予約：定員 25 名）
12 月 5 日（月）
午後１時～３時

元気運動
サポーター講習会

健康体操を地域で普及していただ
ける方（要予約）

11 月 24 日（木）
午前10時～11時 30分

特定健診
国保若年特別健診
後期高齢者健診
結核肺がん検診

肝炎ウイルス検査
大腸がん検診

●特定健診
　国保加入者で 40 歳～ 74 歳の方、
または満 40 歳以上の生活保護世
帯の方
●国保若年特別健診
　Ｓ 47. ４. １以降に生まれた方で
満 15 歳以上の国保加入者
●後期高齢者健診
　後期高齢者医療の対象者
●結核肺がん検診　満 40 歳以上
●肝炎ウイルス検査
　満 40 歳以上（初回に限る）
●大腸がん検診　満 40 歳以上

11 月 18 日（金）
午前９時 30 分～正午

　インフルエンザは毎年 12 月～３月に流行し、普通のかぜとは違い 38℃以上の発熱、頭痛、関節
痛など全身の症状が突然現れます。お子様ではまれに急性脳症を、ご高齢の方や免疫力の低下してい
る方では肺炎にかかるなど重症になることがあります。
　体調がいつもと違う場合には早めに医療機関を受診しましょう。
▼インフルエンザの予防方法
○外出後の手洗い、うがい
○加湿器等を利用して、適度な湿度（50 ～ 60％）を保持

（加湿器がなければ、濡れタオルを室内に干すだけでも湿度が上がります。）
○十分な休養とバランスのとれた栄養摂取
○人混みや、不要不急の外出を控える。外出する場合にはマスクを使用
○流行前のワクチン接種
※０～ 64 歳までの一般の方は任意接種で全額自己負担となります。
※昨年流行した新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）は、通常の季節性インフルエンザ対策に移行さ
れ、平成 23年３月末でワクチン助成事業は終了しました。今回、生活保護世帯及び住民非課税世帯
の方は、接種費用助成対象となりませんのでご注意ください。

▼問合せ　保健センター　☎ 492 － 2424　

日常生活でできる
インフルエンザの予防法 ※岬町ホームページもご覧ください。

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」愛する自分を大切に。愛する人を大切に。
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◆毒キノコにご注意
　野山に出かける機会の多い季
節ですが、キノコ狩り等で食中
毒を起こさないように次の３つ
のことに、十分ご注意下さい。
○確実に鑑定された食用キノコ
以外は絶対に採って食べない
○自分勝手に鑑定しない
○見慣れないキノコは絶対に食
べない
　府内で毒キノコを食べて死亡
した事例もありました。毒キノ
コは山中だけでなく身近な場所
に生えていることもあります。
熱帯系のキノコが増えてきてい
ることもあり、素人判断による
キノコの摂取は絶対にやめてく
ださい。
▼問合せ　大阪府泉佐野保健所
　食品衛生課　☎ 464 － 9688

▼問合せ　深日保育所

　☎４９２－４９５５

　■サイエンス教室 in かんくう
　子どもたちにやさしく学んでいただけるよう「サイエンス教室 in
かんくう」を開催します。参加費は無料です。ぜひご応募ください。
▼日時　11 月 27 日（日）　14：00 ～ 16：00
▼場所　関空展望ホール「Sky View」2 階
▼対象・定員　小学校 4 年生～ 6 年生　40 名（先着順）
※保護者同伴のこと
▼主催者　関西国際空港株式会社、岩谷産業株式会社
▼内容
○関西空港の環境の取組み紹介
○地球温暖化、水素の性質、燃料電池に関する体験型の実験
○燃料電池自動車等の展示・試乗（屋外駐車場）
▼申込方法　官製はがき、ＦＡＸまたはＥ -Mail で保護者の方が次
の事項を明記のうえ、11 月 22 日までにお申し込み下さい。
①住所、②保護者および児童の氏名、③年齢（学年）、④参加人数、⑤電
話番号、お持ちの方は⑥ＦＡＸ番号、⑦パソコンのＥ -Mail アドレス
※先着順です。決定後、メール等でご連絡します。
▼申込先
○郵送　〒 549 ‐ 8501　泉佐野市泉州空港北 1 番地
　関西国際空港株式会社　計画技術部　環境管理グループ
○ FAX　455 ‐ 2050　○Ｅ -Mail　ecois@kiac.co.jp
▼申込・問合せ　関西国際空港株式会社　環境管理グループ
 　☎ 455 ‐ 2169（平日 10 時～ 17 時）

◆献血
～ 400 ｍｌ献血にご協力を ～

▼日時　11 月 11 日（金）
　10 時～正午、13 時～ 16 時
▼対象　400ml 献血は男性 17
歳～ 69 歳、女性 18 歳～ 69 歳
※ 65 歳以上の方は、60 ～ 64 歳
の間に献血経験のある方に限る。
▼場所　岬町役場
▼協力　岬町婦人団体連絡協議
会・岬エイフボランタリーネッ
トワーク　
▼その他　輸血を受ける患者さ
んの安全性を高めるため、現在
400ml の献血の需要が高まって
います。採血基準の改正により、
男性に限り 400 ｍｌ献血は 17
歳からに変更されています。み
なさまのご理解とご協力をお願
いします。
▼問合せ　保健センター

　☎ 492 － 2424　

関空NEWS

◆オーシャンウィンターキャンプ
▼とき　12 月 27 日（火）～ 28 日（水）　※ 1 泊２日　
▼ところ　大阪府立青少年海洋センター
▼内容　クルーザー乗船、もちつき大会、ゲーム大会など。
▼対象　小学１年～６年生　※定員 60 名
▼参加費　11,000 円
▼問合せ　大阪府立青少年海洋センター　☎ 494 ‐ 1811

◆園庭遊び　
▼とき　11 月 24 日（木）
　10：00 ～ 11：00　※雨天中止
▼ところ
　淡輪・深日・多奈川各保育所
▼持ち物
　着替え・帽子・お茶・タオル

◆幼児教室
●クリスマスの帽子作り
▼とき　11 月 16 日（水）
　10：30 ～ 11：30
　※警報発令時中止
▼ところ　子育て支援センター
▼持ち物　着替え・お茶・タオル

地域の子育て

応援します！

地域の子育て

応援します！
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14平成 23（2011）年 11 月号

その他

◆労働保険にご加入を
　労働保険とは、「労災保険」と

「雇用保険」を総称したもので、
労働者を１人でも雇用されてい
る事業主の方は、労働保険に必

◆泉南警察署からお知らせ
○指名手配被疑者の検挙にご
協力を！　
　指名手配被疑者を捕まえるに
は、住民のみなさまのご協力が必
要です。どんな些細なことでも
結構ですので、気づいたことが
あれば警察にお知らせください。
○「犯罪被害者週間」
　11 月 25 日～ 12 月１日
　犯罪被害者やその家族が再び
平穏に暮らせるようになるため
には、私たち一人ひとりの理解
と支援が大切です。
　みなさまのご理解・ご協力を
お願いします。
▼問合せ　泉南警察署

　☎ 471－ 1234　

▼問合せ　保健センター
　☎ 492－ 2424

ほのぼのクラブ
親子交流・仲間づくりの場

ほのぼのクラブ
親子交流・仲間づくりの場

ＩＮ　望海坂第一集会所

▼時間
　午前 10 時～ 11 時 30 分
▼わらべ唄遊び・絵本の紹介
　　11 月 30 日（水）
▼参加費　初回のみ１家族に
つき 300 円。以降３月まで
無料。

◆心肺蘇生法（ＣＰＲ）講
　習会
　一般の方を対象に自動体外式
除細動器（AED) の内容を含め
た講習会を開催します。
▼日時　11 月 13 日（日）
　午前９時～正午
　※受付は８時 30 分から。
▼場所　りんくう総合医療セン
ター３階大会議室
▼定員　20 名（先着順）
▼受付　11 月１日～ 10 日まで
受付。定員になり次第締切。
▼申込・問合せ　大阪府立泉州
救命救急センター事務局
　☎ 464 － 9931
　平日午前９時～午後４時

◆野焼行為は禁止されて
　います
　一般家庭から出るごみや産業
廃棄物、建築廃材などを野外で
焼却する、いわゆる「野焼き」は、
災害や農業など一部の例外を除
いて禁止されています。
　野焼きをすると、風向きや風
速によっては、煙が広範囲に広
がり「煙が入ってきて窓が開け
られない」、「洗濯物に悪臭が染
み付く」など、多くの方に迷惑
をかけてしまうことになります。
　野焼きは、周辺の生活環境に
多大な悪影響を与えますので、
絶対に行わないでください。田
畑の草刈などで発生したごみは
袋に入れて持ち帰り、ごみの収
集日に出すなど、燃やさない工
夫をお願いします。
▼問合せ　住民生活課

　☎ 492 － 2714　

　女性をめぐる様々な人権問題について、法務省の人権擁護機関
では、「女性に対する暴力をなくす運動」期間中（11 月 12 日～
25 日）に「女性の人権ホットライン」を設置します。
どうぞご相談ください。
▼電話番号
　〔女性の人権ホットライン〕　０５７０－０

ゼロ ナナ ゼロ

７０－
の

８
ハートライン

１０
　※相談は無料で秘密は厳守します。
▼実施期間　11 月 14 日（月）～ 20 日（日）　8 時 30 分～ 19 時
　※ただし、19 日（土）・20 日（日）は 10 時 ～ 17 時
▼相談内容
　夫・パートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為など女性をめぐるさまざまな人権問題
▼担当者　法務局職員、人権擁護委員（男女共同参画社会推進委員）

全国一斉
「女性の人権ホットライン」開設！！

全国一斉
「女性の人権ホットライン」開設！！

ず加入しなければなりません。
○労災保険制度については、労
働基準監督署へ
○雇用保険制度については、ハロ
ーワーク（公共職業安定所）へ
▼問合せ　大阪労働局
○労働保険適用課
　☎ 06 ‐ 4790 ‐ 6340・6351
○雇用保険課
　☎ 06 ‐ 4790 ‐ 6320
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15 平成 23（2011）年 11 月号

　　65 歳以上のみなさまへ
◆介護保険料を滞納すると
　特別の理由もなく、介護保険
料を滞納すると、滞納している
期間に応じて給付の制限や、財
産の差押等を行います。必ず納
期限までに納めるようにしまし
ょう。なお、納期限までに納め
ていない場合は、督促状を発行
します。その際には、督促手数
料と延滞金が加算されます。
　また、11 月中に滞納保険料があ
る方には催促状をお送りします。
①１年以上滞納すると…
　介護保険を利用する際に、い
ったん全額費用の負担をしてい
ただき、申請により９割相当額
を払い戻しします。
②１年６ヶ月以上滞納すると…
　①により払い戻される費用を

一時差し止め、住宅改修費や福
祉用具給付費の支給を差し止め
ます。差し止めた給付費から滞
納保険料を控除します。
③２年以上滞納すると…
　滞納している期間に応じて、
介護保険を利用する際の自己負
担が１割から３割となり、高額
介護サービス費の給付、施設入
所や短期入所時の食費、居住費
の補助など受けることができな
くなります。悪質な滞納者に対
しては、差押等の滞納処分をす
る場合があります。
　満 65 歳になられた方の保険
料は、すぐには年金から天引き
できませんので、当分の間納付
書で納めていただきますので、
ご了承ください。納め忘れのな
い口座振替は町内の金融機関で
手続きできます。（すでに年金
から天引きになっている方は、
手続きは不要です。）
　介護保険料は介護保険法の規
定によりすべての方がお支払い
いただくことになっていますの
で、納付が困難な場合は必ずご
相談ください。
▼問合せ
　高齢福祉課介護保険係　　　　
　　　☎ 492 ‐ 2703　

介護保険

◆緊急情報キットの情報
　は最新に
　岬町では、住民のみなさまの
安全で安心な生活を守るため、
緊急情報キットを希望するすべ
ての世帯に無料で配布を行って
います。
　持病のある人が自宅で急病に
なった場合、救急隊等に医療情
報を的確に伝え、適切な対応を
するために役立てることを第一
の目的としています。さらにい
つ起こるかもしれない災害に備
え、防災グッズの一つとして常
備しておくことで有効活用が期
待されています。平成 23 年８
月現在 2677 世帯（39.6％）に
配布しており、救急時に活用さ
れた事例が数例ありました。ま
だ緊急情報キットをお持ちでな
い世帯がありましたら、地域福
祉課に申請してください。
　また、緊急時に適切な対応が
できるよう緊急情報キットの中
に保管している「情報カード」

（医療情報等を記入した用紙）
は、最新の情報にしておく必要
があります。緊急情報キットの
配布を受けた方は、ご本人また
はご家族の方が定期的にご確認

いただき、情報が変わっ
たときには、内容を更
新して、最新の状態を
保つようにしてください。
▼問合せ　地域福祉課
　☎ 492 ‐ 2700
　ＦＡＸ 492 － 5814

※先着順。定員になり次第締め切ります。

講座名 定員 日時 内容 材料費 申込期間 各自持参品
フラワー
アレンジ
メント

15名 12月３日（土）
10 時～正午

生け花でクリス
マスリース作り 1,500円 11 月15 日（火）

～ 11 月25 日（金）
持ち物　花バサミ
役場玄関前に見本展示中

みさきウィッシュ講座参加者募集！みさきウィッシュ講座参加者募集！

▼開催場所　岬町文化センタ－　
▼材料費　当日徴収　※申込期間終了後のキャンセルは材料
　費をいただきますのでご了承下さい。
▼一時保育　無料【先着 10 名（満１歳 ～ 就学前）】　
▼申込先・問合せ　電話、FAX、E ‐ mail でお申し込みくだ
　さい。
　人権推進課　☎ 492 － 2773（受付：役場執務時間内）
　 　FAX492 － 5814 ／ E － mail　 jinken2@town.misaki.osaka.jp

※申込みには、氏名・住所・電話番

号が必要です。保育を申し込まれる

方は、子どもの名前（ふりがな）・

性別・生年月日が必要です。
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人 の 動 き

平成 23 年 10 月１日現在

税

年　金
◆社会保険料控除（国民年
　金保険料）控除証明書の
　発行について
　所得税及び住民税の申告にお
いて、国民年金保険料はその年
の１月１日から 12 月 31 日まで
に支払った全額が社会保険料控
除の対象になります。
　社会保険料控除を受けるため
には、納付したことを証明する
書類の添付が義務付けられおり、
今年の１月１日から９月 30 日ま
での間に国民年金保険料を納付
した方については、11 月上旬に

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が日本年金機構本
部から送付されますので、年末
調整や確定申告の際は必ず添付
してください。
　なお、ご家族の分の国民年金
保険料を納付している場合も、
ご本人の社会保険料控除に加え
ることができますので、ご家族
宛に送られた控除証明書を添付
のうえ申告してください。
▼問合せ
　貝塚年金事務所　☎431－1122

福　祉

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，７８１  
１７，６９１人
   ８，３１７人
   ９，３７４人

（  　０）
（－３１）
（－１５）
（ー１６）

前月比

◆ 11 月の納税
■固定資産税　第４期分
　納期限　11 月 30 日 ( 水）
　納期限までに、お近くの金融
機関や郵便局で納めてください。
　銀行口座振替又は、郵便局自動
払込をご利用の方は、預貯金残高
をお確かめください。振替日又は
払込日は、11 月 30 日（水）です。
▼問合せ　税務課　納税係

　☎ 492 － 2765　

◆第３回こころの福祉講座
　阪南市・岬町委託事業として、
心の病等に関する理解を深める
ための講座を開催します。ぜひ
ご参加ください。
▼内容　精神疾患、精神障がい
のある方々の声を聴く
▼日時
　11 月 21 日（月）　13 時～ 15 時
▼場所　阪南市役所　別棟１階
　第２会議室
▼対象者
　精神保健福祉に関心のある方
▼定員　先着 50 人
▼参加費　無料
▼申込み方法　11 月 11 日まで
に電話または FAX でお申し込
み下さい。FAX の場合は氏名、
電話番号を明記してください。
▼申込み・問合せ　まつのき園　
　☎ 471 － 6863
  ＦＡＸ 471 － 6868

◆泉佐野税務署からお知
　らせ
■所得税の予定納税　第２期分
　納期限　11 月 30 日（水）
　土・日・祝日は、金融機関・
税務署の窓口での納付はできま
せん。期限内に納付されなかっ
た場合は、期限の翌日から納付
される日までの日数に応じて延
滞税がかかる場合がありますの
でご注意ください。電子納税や
振替納税を積極的にご利用くだ
さい。
■年末調整説明会
　源泉所得税の年末調整の仕方
や、法定調書の記載方法などに
ついての説明会を開催します。
▼日時
　11 月 25 日（金）14 時～
▼場所　役場　２階会議室
■税を考える週間
　11月11日（金）～17日（木）

　本年度のテーマは、「税の役割
と税務署の仕事」です。
　詳しくは、国税庁ホームペー
ジ（http://www.nta.go.jp）へアク
セスしてください。
▼問合せ　泉佐野税務署
　　　　　　　☎ 462 － 3471

　９月 30 日から「大阪府最低
賃金」の金額が改正されました。
使用者は労働者に対して、次の
金額以上の賃金を支払う必要が
あります。
▼時間額　786円
○大阪府最低賃金は、パート、
アルバイト等を含むすべての労
働者に適用されます。
○特定の産業の労働者について
は、別に「産業別最低賃金」が
定められています。
○詳しくは、
　大阪労働局労働基準部賃金課
　　☎ 06 ‐ 6949 ‐ 6502 
または最寄りの労働基準監督署へ

大阪府最低賃金改正
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） 11 月９日（水）・22 日（火）
午後２時〜５時（定員６名）

役場住民活動センター
企画政策課　☎ 492 − 2775

◆行政相談 11 月 15 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
企画政策課　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■役場相談室（要予約）
　11 月18 日（金）午後１時 30 分〜３時
■「まつのき園」相談室
　平日８時 45 分〜 17 時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応は、
相談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」 出張相談（要予約）
　11月30日（水）午後１時30分〜４時

■役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700
■「まつのき園」相談室
　☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
　メールアドレス
　　soudan@helenkeller.jp
■「まつのき園」 出張相談
　役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700

◆介護相談

■岬町地域包括支援センター
　土日祝日以外
　午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
　年中無休・24 時間体制

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

■在宅介護支援センター淡輪園
　☎ 494 − 0789

◆教育に関する相談 月～金曜日（祝日は除く）
午後１時 30 分〜３時 学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 11 月 11 日（金）
午後１時〜４時

役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権相談

■役場住民活動センター
　11 月 1 日（火）・15 日（火）
　午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時

■役場住民活動センター
　人権推進課　☎ 492 − 2773

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 文化センター　☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 11 月 21 日（月）・12 月５日（月）
午後１時〜２時 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆乳幼児育児健康相談 12 月５日（月）　　　　
午前 10 時〜正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談（予約制）11 月 29 日（火）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）11 月 15 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

岬町立保健センター　
企画政策課　☎ 492 － 2775
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　10 月から子ども手当制度が変わりました。これまで子ども手当を受給してい
た方も含め、支給要件に該当するすべての方が「子ども手当認定請求書」の提出
が必要になります。
※子ども手当は、中学校修了 (15 歳になった後の最初の３月 31 日 ) までの子ど
もを養育している父母等に対して手当を支給する制度です。

▼とき　平成24年１月８日（日）　午前10時 30分開式
▼ところ　岬町立岬中学校　体育館
▼対象　平成３年４月２日～平成４年４月１日までに生まれた人
▼その他
※対象者には12月初旬にご案内をお送りします。
※式典終了後、集合写真を撮影します。
※転居等で、現在岬町内に住まれていない方も参加できますので、
　参加希望の方は氏名・現住所・連絡先を11月 25日（金）までにご連絡下さい。
※駐車スペースに限りがありますので、車で来られる場合はできるだけ乗り合わせてご来場下さい。
※ご家族の方も入場できます。
▼問合せ　生涯学習課　☎492－ 2715

子どもの年齢 支給額
３歳未満 15,000 円

３歳～小学校修了前
第１・２子 10,000 円
第３子以降 15,000 円

中学生 10,000 円

▼支給金額（子ども 1 人につき月額）

※平成 24 年３月分まで所得制限はありません。
※第何子目かは、養育されている 18 歳に達する
日以後の最初の３月 31 日までの間にある子を年
長から順に数えます。

「子ども手当」の申請をお忘れなく！「子ども手当」の申請をお忘れなく！

▼支給時期 
　○平成 23 年 10 月分～平成 24 年１月分　　⇒　平成 24 年２月
　○平成 24 年２月分～３月分　⇒　平成 24 年６月
▼申請方法　平成 23 年９月末現在、子ども手当を受給されていた方については、10 月下旬に申請書　
　類を送付していますので、来年３月末までに申請をし、支給要件に該当すれば 10 月分から支給され
　ます。期日を過ぎて申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。書類が届いてない方は、
　子育て支援課までご連絡ください。
※公務員の方には送付しません。職場に申請してください。
※平成 23 年 10 月以降に出生・転入などで、新たに受給資格が生じた場合は、事由が発生した月内ま
　たは翌日から 15 日以内に認定請求をしてください。この場合、原則申請月の翌月分からの支給とな
　ります。遡って受給できませんのでご注意ください。
▼申請・問合せ　子育て支援課　子育て支援係　☎ 492 ‐ 2709

岬町成人祭のご案内


